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４－１－１　感染症対策
⑴　感染症対策

　感染症の予防及びまん延の防止を図るため、
市民への感染症に関する正しい知識の普及啓発
を行うとともに、「感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律」に基づき、感
染症患者発生時には、積極的疫学調査や健康診
断を行い、感染した疾病に応じて、特定職種へ
の就業を制限するなど、原因究明及び流行拡大
防止の措置を行っている。
　また、感染症の発生動向調査を実施し、イン
フルエンザや新型コロナウイルス感染症、感染
性胃腸炎等の発生状況を把握・分析し、市民や
医療機関に迅速に情報提供している。
　エイズに関しては、匿名無料のHIV検査（梅
毒検査を含む）、専用電話での相談及び各種予
防啓発事業を実施している。
　結核に関しては、結核患者の発生時には、ま
ん延防止措置及び患者管理を実施している。ま
た、高齢者施設の従事者等を対象とした講習会
開催などにより結核患者の早期発見・適正な医
療確保を図るとともに、受診（検）を促すため
にポスターなどによる啓発を行っている。
　風しんに関しては、先天性風しん症候群の発
生の予防を目的として、妊娠を希望する女性及
び抗体価が低い妊婦のパートナーを対象に抗体
検査を実施している。
　さらに、新型コロナウイルス感染症への対応
を踏まえ、１類～５類感染症に加え、新たな感
染症の流行（パンデミック）に備えて、検査体
制や保健所の人員体制等を強化するため、数値
目標を定めた「札幌市感染症予防計画」を令和
６年３月に策定した。計画の推進のため、医療
提供体制や検査体制等に関する各種協定の締
結、医療資材・医薬品の備蓄、訓練・研修の開
催等を行っている。
　また、令和７年３月には、今後の感染症危機
に向けた保健所と衛生研究所の有事体制の強化
のために「札幌市健康危機対処計画（感染症編）」
を策定するなど、関連する計画の策定・改定を
進め、新興感染症対策を強化している。

⑵　予 防 接 種
　感染症の発生・まん延を防止するため、予防

接種を実施している（予防接種法に基づく定期
接種として、ジフテリア、百日せき、急性灰白
髄炎、麻しん、風しん、破傷風、結核、ヒトパ
ピローマウイルス感染症、ヒブ、小児の肺炎球
菌感染症、水痘、日本脳炎、B型肝炎、ロタウ
イルス、高齢者のインフルエンザ、新型コロナ
ウイルス、帯状疱疹及び肺炎球菌。任意予防接
種の費用助成としておたふくかぜ）。
　また、接種者の負担軽減のため、定期予防接
種を市外で接種した場合の費用については、償
還払いを実施しているほか、骨髄移植等の医療
行為により、免疫が失われた者の定期予防接種
の任意の再接種に対し、費用を助成している。

４－１－２　危 機 管 理
　近年、わが国では、台風やゲリラ豪雨による風
水害の増加、地震の頻発、さらには、北朝鮮のミ
サイル事案など、日常生活に重大な影響を及ぼす
危機が多様化している。
　これらの状況を背景に、危機管理局では、市役
所や町内会などの連携によって、札幌市全体の、
より実践的な危機対応力を高める取組を推進して
いる。
⑴　危機対応計画

ア　防災・危機管理に関する計画
　札幌市では、災害対策基本法や原子力災害
対策特別措置法に基づき、地震災害対策編、
風水害対策編、雪害対策編、原子力災害対策
編、事故災害対策編で構成する「札幌市地域
防災計画」を策定している。
　この計画は、防災対策を実践的に機能させ
るため、国の指針や社会環境の変化を踏まえ、
実際の業務における運用や、訓練等による検
証を行い、随時、見直しを行うこととしてい
る。

イ　札幌市国民保護計画
　札幌市では、外部からの武力攻撃や大規模
テロから住民の生命、身体及び財産を保護し、
武力攻撃等による被害を最小にすることを目
的として、武力攻撃事態等における国民の保
護のための措置に関する法律（国民保護法）
に基づき、「札幌市国民保護計画」を策定し
ている。

４－１　誰もが災害に備え、迅速に回復し、復興できるまち
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蓄しているほか、市内の大手スーパー等との
協定による流通備蓄の確保に取り組んでいる。

エ　自主防災活動への支援
　地域の自主防災活動を支援するため、自主
防災組織の結成の促進や地区防災計画の作成
支援等を実施している。また、自主防災組織
に対して防災資機材を購入する費用の一部を
補助している。

オ　防災訓練・研修等
　災害発生に備えて、防災関係機関と連携し
市民参加のもとで行う総合防災訓練や各区の
防災訓練に加えて、市職員に対し、市（区）
災害対策本部運営訓練などを実施するととも
に、市職員、教職員及び市民の三者による避
難所運営研修などを実施している。

カ　防災意識の普及啓発
　災害に対する備えを確かなものにするため
に、ハザードマップや防災パンフレットの配
布、ホームページ、ＳＮＳ、コミュニティＦ
Ｍ等を活用した情報の提供、出前講座の実施
などにより、防災意識の普及啓発に努めてい
る。

４－１－３
幹線道路の整備による代替性・多重
性の確保など防災機能の向上
　幹線道路の整備などにより代替性・多重性を確
保し、また、緊急輸送道路上の既設橋りょうの耐

⑵　危機管理業務
ア　災害情報の収集・伝達

　災害に関する情報を市民等へ提供するた
め、有線系及び無線系で構成される災害情報
ネットワークを整備するとともに、災害時基
幹病院や電力会社・ガス供給事業者等の防災
関係機関と連携し、迅速・的確な情報収集・
伝達体制を構築している。

イ　避難場所の指定
　災害対策基本法に基づき災害の種類ごと
に、当該災害の危険から緊急に逃れるための

「指定緊急避難場所」を指定している。洪水
災害、土砂災害、地震災害については、市立
小中学校や区体育館などから、立地条件、構
造条件、管理条件などの指定基準を満たすも
のを指定し、大規模な火災についても同様に、
大規模公園や小中学校のグラウンドなどを指
定している。
　また、被災者を避難のために必要な間滞在
させるため「指定避難所」を指定しており、
指定避難所には「指定緊急避難場所」を兼ね
ている小中学校や区体育館などの「指定避難
所（基幹避難所）」とそれを補完する地区会
館などの「指定避難所（地域避難所）」に区
分している。

ウ　応急救援物資の備蓄と確保
　札幌市避難場所基本計画に基づき、災害発
生後に緊急に必要となる食糧や生活必需品な
どの物資を、市内の小中学校等に分散して備
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震性能を確保することで、緊急時における社会経
済活動への影響を最小限に抑え、防災機能の向上
を図る。

４－１－４
災害予防対策（急傾斜地）
　土砂災害から住民の生命を保護することを目的
に、北海道が指定した土砂災害警戒区域等（急傾
斜地の崩壊）について、土砂災害発生の前兆現象
に対する理解促進や急傾斜地の現状に関する周
知・啓発を行っている。

４－１－５
災害に強く安全な川づくり
　雨に強いまちづくりを目指し、下水道と連携し
て、河川改修を進めているほか、学校や公園の敷
地を利用して雨水を一時的に貯留する流域貯留施
設の整備など、総合的な治水対策を推進している。
　また、治水機能の確保等のため、しゅんせつや
護岸補修等の維持作業、降雨時には排水機場の運
転及び樋門操作を行っている。

避難場所（令和７年 10 月１日現在）

自主防災組織の結成状況（令和 7 年４月１日現在）

災害種別・区ごとの指定緊急避難場所数 指定避難所数

応急救援備蓄物資の状況



第 ２ 部

安全・安心

市
政
の
概
況

80

　　https://www.city.sapporo.jp/toshi/
k-shido/taishin/index.html

４－１－８
市有建築物の耐震化と長寿命化の推進
　札幌市の市有建築物は、市役所や区役所などの
庁舎施設のほか、スポーツ・文化施設や福祉関連
施設、市営住宅や学校など多岐にわたっており、
その多くは昭和47年の政令指定都市移行前後か
ら建設されたものである。
　市有建築物の耐震化については、昭和56年の
建築基準法改正と平成７年の耐震改修促進法制定
を受け、昭和56年度以前の建築物を対象として
耐震診断を実施し、計画的に耐震改修工事を進め、
おおむね完了させている。
　また、経年による老朽化や社会ニーズの変化に
対応し、将来にわたり良好な状態で建築物を活用
するため、計画的な保全と適切な維持管理による
長寿命化を図るとともに、省エネルギー技術の導
入やバリアフリー化など、地球環境と人にやさし
い市有建築物を整備している。

【建築部】
　　https://www.city.sapporo.jp/toshi/

kenchiku/

４－１－６　札幌市強靱化計画
　事前防災及び減災その他迅速な復旧復興に資す
る施策を総合的かつ計画的に実施するため、令
和６年３月に「札幌市強靱化計画」（計画期間：
2023から2027年度まで）を改定した。
　本計画に基づき、平時（発災前）からの自然災
害に対する備えを行うとともに、発災時における
危機対応計画である地域防災計画と役割分担を図
りながら、災害に強い都市の構築に向けた取り組
みを進めている。
　　https://www.city.sapporo.jp/kikaku/

kyoujinka/kyoujinka.html

４－１－７　
民間建築物耐震化促進事業
　札幌市内にある民間建築物の地震に対する安全
性の向上を図り、災害に強いまちづくりを推進す
るため、耐震化に関する無料相談窓口等による普
及啓発や、昭和56年５月31日以前に建築された、
一定の規模や用途等に該当する建築物に対する耐
震化補助制度により、耐震化に対する取組を支援
している。
　また、道路等に面したブロック塀等の撤去工事
に要する費用の一部を補助している。

▲河川改修事業 （厚別西川）
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４－２－１
防犯や交通安全に向けた取組の推進
⑴　地域防犯の推進

ア　犯 罪 状 況
　令和６年中の札幌市内における刑法犯の認
知件数(犯罪について、被害の届出・告訴・
告発その他により、警察が事件として取り
扱った件数)は、11,430件（前年比167件増）
であった。

イ　地域防犯活動への支援
　区役所やまちづくりセンターが中心となっ
て地域の実情に応じたさまざまな支援やネッ
トワークづくり等を進めている。また、犯罪
被害に遭う市民を一人でも少なくするための
取り組みや環境づくりを進めていくことを目
的に、平成21年４月に ｢札幌市犯罪のない
安全で安心なまちづくりに関する条例｣ を施
行した。
　また、条例の目的を計画的に達成するため、
令和７年４月に「第４次札幌市犯罪のない安
全で安心なまちづくり等基本計画」を策定し
た。

ウ　事業者による地域安全活動の促進
　事業者による地域安全活動を促進するため、
平成23年10月に ｢札幌市地域安全サポーター
ズ｣ を発足した。事業所での子ども110番の
店や、営業車での防犯パトロールなど、通常
の事業活動の延長上でできる地域安全活動を
行っており、セーフティステーション活動に
取り組む市内の各コンビニエンスストアのほ
か、1,048事業者が登録している（令和６年
度末時点）。

エ　歓楽街・ススキノ対策
　市民や観光客等の安全で安心な生活環境を
確保することを目的に平成17年12月、｢札幌
市公衆に著しく迷惑をかける風俗営業等に係
る勧誘行為等の防止に関する条例｣ を施行し

た。現在、クリーン薄野活性化連絡協議会防
犯プロジェクトにおいて、官民協働で東京以
北最大の歓楽街である薄野地区の安全・安心
確保に向け、さまざまな取り組みを推進して
いる。
　また、市民及び観光客等が公共の場所を安
全に安心して通行し、利用することができる
環境の確保を目的として令和４年４月に「札
幌市客引き行為等の防止に関する条例」を施
行し、客引き行為等に対する巡回指導を行っ
ている。

オ　防犯カメラの設置及び運用の適正化の促進
　市民のプライバシーの保護と防犯カメラに
対する市民の不安感の解消を目的に平成20年
１月に ｢札幌市防犯カメラの設置及び運用に
関するガイドライン｣ を策定し、防犯カメラ
の設置及び運用の適正化を進めている。

カ　安全で安心な公共空間整備促進事業（防犯
　カメラ設置補助）

　町内会が地域の防犯力向上のため、地域に
防犯カメラを設置する場合に、その設置費用
を補助する制度を平成30年度から開始した。

キ　｢札幌市暴力団の排除の推進に関する条例｣
　の施行

　社会全体で暴力団の排除を推進し、市民の
安全で平穏な生活の確保と社会経済活動の健
全な発展に寄与することを目的として、｢札
幌市暴力団の排除の推進に関する条例｣ を公
布し、平成25年４月に施行した。

　
⑵　街路灯の整備

　街路灯は、夜間の交通安全の確保、犯罪の防
止など安全な市民生活を守るうえで、欠くこと
のできない道路施設となっている。
　このため札幌市では、市が管理する道路に市
設街路灯を設置するとともに、「札幌市街路灯補
助金交付規則」に基づき、私設街路灯の設置費、
撤去費及び電灯料等に対して補助金を交付し、
街路灯の維持管理、老朽化対策を図っている。
　また、町内会などが管理している私設街路灯
のうち、市設街路灯の基準に該当するものは一
定の条件のもと、市が管理を引き継いでいる。

４－２　日常の安全が保たれたまち
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目的に、支援金の支給や、家事・住居・精神医療
などの分野において費用助成を行う「犯罪被害者
等支援制度」を令和２年度から開始した。さらに、
犯罪被害者等の個人としての尊厳の保持及び権利
の保護を図ること等を目的に、令和７年に犯罪被
害者等に対する支援に特化した「札幌市犯罪被害
者等支援条例」を制定している。

４－２－３　消 費 生 活
　本市では、昭和39年に消費生活相談窓口を開設
し、52年には「札幌市消費者センター」を設置し
ており、消費者被害の未然防止や救済、消費者教
育、啓発、調査など、消費者問題への対策に力を
入れてきた。
　その後も、高齢化社会の本格到来、高度情報化
や国際化の進展等、消費者を取り巻く環境は刻々
と変化し、消費者問題が多様化、複雑化してきた
ことを受け、平成６年に市民の消費生活の安定と
向上を確保するため「札幌市消費生活条例」を制
定。制定後も、消費者を取り巻くさらなる環境の
変化や消費者基本法の改正等を受け、「消費者の
権利の確立と自立の支援」を基本理念とし、不
当な取引行為や悪質商法を規制するとともに、改
善指導に従わない不当取引事業者の公表制度の強
化、訴訟援助の拡大等の追加・改正をしてきた。
　平成20年９月には、本条例に基づき「第１次札
幌市消費者基本計画」を策定。その後、25年４月
からの「第２次計画」、30年４月からの「第３次
計画」を経て、令和５年４月からの「第４次計画」
に基づき、安全で安心できる消費生活の実現や、
高齢者等の消費者被害の未然防止に努めるほか、
自ら考え、判断し、行動する消費者の育成を支援
していくこと等を重点項目として消費者施策を推
進している。
⑴　消費者の権利の確立

ア　消費生活相談
　消費生活における商品やサービスに関する
トラブルの防止や、被害救済及び消費生活の
安定と向上を図るために、消費生活相談窓口
にて、商品やサービスに関する苦情・問い合
わせ等を受け付け、トラブル解決のための助
言、あっせん、情報提供等を行っている。
　平成19年４月から電話相談を夜７時まで拡
充し、24年８月からインターネットによる受
付、令和５年１月からはZoomでのリモート
相談を開始した。また、聴覚に障がいのある
方に向け、23年11月には、手話相談システ

⑶　交 通 安 全
ア　交通事故状況

　令和６年中の札幌市の交通事故発生状況
は、発生件数4,419件（前年比173件減）、死
者数18人（同９人減）、傷者数5,179人（同
77人減）となり、死者数は令和５年を下回っ
たが、統計が残る昭和37年以降最小であっ
た令和３年（16人）を上回っている。

イ　交通安全対策の推進
　昭和37年に設立された札幌市交通安全運
動推進委員会を中心に、児童の登下校時にお
ける交通指導や子どもや高齢者等に対する交
通安全教室の開催、街頭啓発の実施、交通事
故情報の提供等、市民とともに交通安全運動
の推進に取り組んでいる。
　また、自転車関連事故防止のため、自転車
に関するルールの順守、利用マナーの向上を
図る対策にも取り組んでいる。

　　　 https://www.city.sapporo.jp/
kotsuanzen/

⑷　道路標識等の整備
　道路交通の円滑化、事故防止及び道路利用者
へのサービスを図るため、案内標識をはじめ各
種標識の整備を行っている。
　案内標識については、国際化に対応するため
英語併用表示を行っている。
　事故防止対策として視線誘導標識の自発光点
滅標識などにより夜間や悪天候時の視認性を高
めている。

４－２－２　犯罪被害者等支援制度
　札幌市では、犯罪行為で亡くなった方の遺族や、
重い傷病を負った方などが、被害直後に被る経済
的負担の軽減や精神的な被害の回復を図ることを

交通事故発生状況
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ム（テレビ電話）を導入し、29年12月には、
タブレット端末を用いたテレビ電話による手
話通訳者を介した相談及び音声認識・手書き
対応アプリを用いた相談を行っている。

イ　消費者被害防止ネットワーク事業
　地域での見守りや啓発活動の中心的役割を
担う消費生活推進員を配置するとともに、関
係機関や札幌市消費生活サポーターの協力を
得ながら、消費者被害の実態把握や助言、出
前講座等、高齢者や障がいのある方の消費者
被害の未然防止、救済及び再発防止に取り組
んでいる。また、最新の消費者被害情報を掲
載した「みまもり通信」を毎月発行している。

ウ　消費者教育・啓発事業
　消費生活に関する知識を普及し、消費者被
害を未然に防止するため、悪質商法の情報や
商品の安全性・表示などに関するパンフレッ
トを作成・配布している。また、小・中・高
校生向けの副教材や大学生向けの啓発冊子を
作成・配布し、各段階における消費者教育の
推進に取り組んでいる。このほか、広報さっ
ぽろ、ラジオ、ホームページ、SNSなどによ
る情報提供、消費者トラブル防止と相談窓口
の周知を目的として作成した動画のWeb広
告配信や街頭ビジョンにおける放映といった
幅広い啓発を行っている。

　身近な生活に関わる内容をテーマとした消
費生活講座や、簡易実験などを通して商品選
択の目を養う体験テスト講座を実施してい
る。また、学校や企業、老人クラブなどの地
域の集会に講師を派遣する講師派遣講座を
行っており、幅広い団体等から利用されてい
る。
　札幌エルプラザにある消費者センター展示
コーナーでは、衣食住全般にわたり、暮らし
の安全性の問題や消費生活に必要な商品知
識、各種情報を提供している。

⑵　取引行為等の適正化
ア　事業者に対する調査指導

　市民の消費生活の安定及び向上を図り、市
民の安全で安心できる暮らしの実現のため、
条例及び規則において不当な取引行為を定め、
事業者による不当な取引行為を禁止している。
　消費生活相談で寄せられた情報を基に、不
当な取引行為が疑われる事業者に対しては、
調査を実施し事業者に対する不当な取引行為
の是正指導・勧告を行い、是正が見込まれな
い場合には事業者名の公表を行うこととし、
消費者トラブルの再発防止を図っている。

イ　生活関連商品の価格調査
　物価の高騰などの実態を把握し、各分野で
諸対策に反映できるよう、市民生活に欠かせ
ない食料品や日用品、灯油の価格を定期的に
調査・公表している。
　また、年末年始には生活関連商品の需要が
増大することから、その需給動向及び価格の
見通しについての調査を行い、結果を公表し
ている。

ウ　表示の監視等
　家庭用品品質表示法、消費生活用製品安全
法及び電気用品安全法に基づき、各法に規定
されている適正な表示が商品に付されている
かについて、市内小売店舗へ立入検査を行っ
ている。
　また、食品表示法（品質事項について）に
基づき、適正な表示が食品に付されているか
について疑義があった場合、札幌市域の食品
関連事業者に対し調査を実施した上で、必要
な指導を行っている。

小学生向け副教材

▲消費者センター展示コーナー

中学生向け副教材
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４－２－５　食品の安全確保
　日本における食中毒事件は、近年、アニサキス
やカンピロバクター、ノロウイルス等を原因とす
るものが多く、本市では特にアニサキスによる食
中毒が多数を占める。
　食の安全・安心を確保するためには、生産から
消費に至るまでの食に関わるすべての人が、安全
な食品を享受するという消費者の基本的権利を尊
重し、情報の共有と相互理解のもと、連携・協働
して取り組む必要がある。
　本市では、「安全・安心な食のまち・さっぽろ」
の実現を目指し、「札幌市食品衛生監視指導計画」
に基づく監視指導や「安全・安心な食のまち・さっ
ぽろ推進計画」に基づく食の安全・安心の確保に
関する施策を実施している。
⑴　食品関係施設に対する監視指導

　保健所食の安全推進課及び各区健康・子ども
課が連携し、食品の製造・販売施設や飲食店な
どに対して、効果的かつ専門的な監視指導や講
習会等を行うとともに、食品事業者の自主管理
の推進を図ることにより、衛生水準の向上及び
食中毒などの食品事故の防止に努めている。こ
のほか、学校や病院などの集団給食施設に対し
ても監視指導を行い、集団食中毒の発生防止な
どに努めている。

⑵　食 品 検 査
　食品の製造・販売施設から食品を収去（抜き
取り）し、放射性物質、食品添加物、遺伝子組
換え食品や腸管出血性大腸菌などの食中毒菌の
検査を衛生研究所と保健所で実施することで、
食品の安全性の確認に努めている。

⑶　計量の適正化
ア　各種計量検査の実施

　札幌市は昭和28年に計量法に基づく特定
市の指定を受け、計量検査所を設置した。計
量検査所では適正な計量の実施を確保するた
め、取引又は証明に使用している「はかり」
の定期検査を実施している。また、市民生活
に関係の深いガソリンスタンドの給油メー
ターや家庭で使用するガスメーター等につい
て、適正なメーターを利用しているかを確認
するため、事業所への立入検査を実施してい
る。さらに、スーパーマーケット、百貨店に
対し、商品量目の立入検査を実施するととも
に、「はかり」の適正な使用法を指導し消費
者の利益保護に努めている。

イ　計量思想の普及啓発
　平成５年11月１日に新計量法が施行され同
日が計量記念日となったことから、11月を計
量月間と位置づけ、市民の計量に対する関心
を一層高めるとともに、計量思想の普及啓発
を図ることを目的に札幌駅前通地下歩行空間
で「計量ふれあいひろば」を北海道計量検定
所などの計量関係団体と共同開催している。

４－２－４　交通安全対策
　札幌市は、道路管理者として、道路交通の安全
を確保するため、過去の事故データに基づき、死
傷事故が多い交差点等の事故対策とその対策効果
検証に応じた追加対策を実施するとともに、日常
の道路パトロールや道路診断（交通事故が発生し
た地点における警察との共同点検や対策検討）に
よる事故対策を行っている。
　また、国や警察等と連携した生活道路の安全対
策を実施しているほか、小学校の通学路等におい
ては、学校等の施設関係者や警察、地域住民等と
連携しながら継続的な交通安全対策に取り組んで
いる。

令和６年　食中毒件数

令和６年度　各種計量器検査　
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⑶　市民、食品事業者との意見交換（リスクコミュ
　ニケーション）

　市民に正しい食品衛生知識の普及啓発や最新
の情報を提供するため、食中毒予防に関する各
種パンフレットの配布、ホームページや動画広
告など各種媒体を活用した情報提供を行うとと
もに、市民向けのイベントや食品事業者の自主
的な取組の周知、市民・食品事業者・行政間の
食品衛生に関する意見交換等、目的に合わせた
様々な事業を実施している。

⑷　食品事業者による自主的な衛生管理の推進
　食品事業者は、食品の安全を確保する第一義
的責任を有しており、法令等の遵守は当然のこ
と、生命や健康に直接影響を及ぼすものである
食品を取り扱っているという自覚と、安全や信
頼確保のための自主的な取組が求められる。こ
のため本市では、食品事業者の自主的な取組を
広く市民に伝える「さっぽろ食の安全・安心推
進協定事業」やＨＡＣＣＰに基づく自主的な衛

▲さっぽろ HACCP

▲映画館スクリーンにおける食中毒予防の
　動画広告　

令和６年度　収去検査結果

令和６年度　監視指導結果 生管理を一定水準以上で行っている施設の認証
などを行う「さっぽろＨＡＣＣＰ」により、食
品事業者の自主的な衛生管理を推進している。
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４－２－６　環境衛生対策の推進
⑴　環境衛生営業施設対策・民泊対策

　市民の日常生活に密接な関係がある公衆浴場、
旅館、興行場、理・美容所、クリーニング所な
どの環境衛生営業施設及び住宅宿泊事業法に基
づく届出住宅（民泊）に対し、関係法令に基づ
く許可・確認及び各種届出に関する業務を行う
とともに、公衆衛生の見地から、環境衛生監視
員による立入検査を実施し、これら営業施設の
衛生水準の維持向上を図っている。
　また、レジオネラ症患者の発生を予防するた
め、「札幌市レジオネラ属菌自主検査指導要領」
に基づき、公衆浴場及び旅館の営業者からレジ
オネラ属菌自主検査の報告を求めるなど、入浴
施設における浴槽水等の安全確保及び自主管理
の推進を図っている。

⑵　建築物環境衛生対策
　「建築物における衛生的環境の確保に関する
法律」に規定する特定建築物に対し、建築確認
申請時に構造設備の事前審査を行っている。特
定建築物の使用開始後は、維持管理に関する報
告書を毎年徴収するとともに、定期的に立入検
査を実施し、衛生環境の向上を図っている。
　また、建築物清掃業者等の登録事業者に対し
ても、実績報告書の徴収及び立入検査を行い、
事業者の資質向上を図っている。

⑶　飲料水対策
　水道法に規定する専用水道、簡易専用水道及
び「札幌市給水設備の構造及び維持管理等に関
する指導要綱」で規定する小規模貯水槽水道、
飲用井戸等施設について、設計時の審査、維持
管理報告書の徴収及び立入検査の実施等によ
り、飲料水の安全性の確保を図っている。
　また、一般家庭の飲用井戸について相談があっ
た際は、衛生上の観点から助言を行っている。

⑷　住まいの衛生対策
　日常生活におけるネズミや衛生害虫、結露や
カビ、シックハウス症候群等の市民からの相談
に対し、対処方法を助言している。また、ハチ
に関する情報を広報さっぽろに掲載するなど、
生活衛生知識の普及・啓発に努めている｡

⑸　家庭用品対策
　家庭用品に含まれる化学物質による健康被害
を防ぐため、「有害物質を含有する家庭用品の
規制に関する法律」に基づき、販売店における
家庭用品の取扱を指導するとともに、販売され
ている乳幼児用衣類などについて、ホルムアル
デヒドなどの規制有害物質の検査を定期的に実
施し、安全確保を図っている。

▲レジオネラ属菌自主検査確認証

▲子ども食品 G メン体験事業の様子

▲アレルゲンピクトグラム
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４－２－７　衛 生 施 設
⑴　保　健　所

　市内全域を所管する保健所は、保健センター
などの関係機関との連携協力のもとに、市民の
健康で安全な生活を守るため、保健・福祉・医
療の連携強化と、食中毒、感染症対策などの健
康危機管理を担う、地域保健の広域的、技術的、
専門的拠点施設である。

⑵　保健センター
　保健センターは各区に設置され、乳幼児健診、
予防接種、生活習慣病予防のための生活習慣改
善相談などを行っている。

⑶　衛生研究所
　衛生研究所は、保健・環境にかかわる科学的
かつ技術的中核機関として、市民の健康、食の
安全及び生活環境の安全・安心を守るための試
験検査を行うとともに、それに関連した調査研
究、情報の収集・解析・提供を行っている。
ア　保健科学分野

　心身の障がい発生の予防や突然死の回避を
目的とする、新生児マススクリーニング事業
を実施するとともに、食中毒や感染症の原因
となる細菌やウイルスの検査、食品に含まれ
る添加物・農薬等の検査とそれらに関する調
査研究を行っている。また、市内の感染症の
発生動向や病原体検出状況をホームページで
情報提供している。

イ　環境科学分野
　生活環境の安全性を確保するため、大気・
水・土壌等に含まれる環境汚染物質等の検査
を行うとともに、それらに関する調査研究を
行っている。また、環境省の委託調査のほか、
外部精度管理や他の自治体との共同研究に参
加し、技術レベルの向上と市内における環境
中の化学物質の把握に努めている。

４－２－８　消 防 体 制
　消防の使命は、市民の生命、身体及び財産を災
害から守り、市民生活の安全と安心を確保するこ
とであり、その活動は、火災の予防、警戒及び鎮
圧をはじめ、交通事故や各種災害における救助・
救急活動など幅広い分野にわたっている。
　札幌市においては、主に都心部における高層建
築物の増加など、都市環境の変化が著しい一方で、

少子高齢化の進展や国際化をはじめとする急速な
社会情勢の変化の中で、災害や事故の形態も複雑
多様化の傾向を強めている。
　このような状況のなか、平成30年北海道胆振
東部地震や東日本大震災を教訓とし、地震・台風
などの自然災害や特殊災害等へ迅速的確に対応で
きるよう、実践的かつ効果的な組織体制の整備を
すすめている。

４－２－９
消防の機構及び施設・車両等
　消防の行政機構は、消防局のもとに10消防署と
41出張所をもって消防体制を敷いている。また、
消防学校、消防科学研究所、救急救命士養成所、
救急ワークステーション等の施設を備え、消防ヘ
リコプター１機、各消防車両219台の配置をもと
に、職員1,726人（令和７年４月１日現在）が安
全な都市づくりを目指し、日夜消防業務に努めて
いる。

⑴　札幌市民防災センター
　災害に強いまちづくりを目指し、各種の防火・
防災教育を行う拠点施設として、平成15年３月
にオープンした。
　札幌市民防災センターは、白石消防署（白石
区南郷通６丁目北）との複合施設となっており、
１階、２階の展示ホールでは、地震体験コーナー
をはじめ、消火体験コーナーや煙避難体験コー
ナーなど、各種災害の疑似体験を通して、市民
が防火・防災に関する知識や災害時の行動を楽
しみながら学ぶことができる展示施設を備えて
いる。
　令和５年３月に一部体験施設を更新・新設し、
より実践的で臨場感溢れる施設としてリニュー
アルオープンした。

⑵　札幌市消防学校
　札幌市消防学校（RC造３階建、延べ面積3,846
㎡）は、次世代に向けた「災害に強いまちづく
り」実現のため、複雑多様化する災害に敢然と
立ち向かう消防職団員の人材育成を目的に、平
成11年11月９日（119番の日）、西区八軒に開
校した（全国で56校目、政令指定都市及び東
京都特別区では、９校目の設置）。
　研修の基本理念に、「局訓 『朗・礼・勇』 の精
神を礎として、目指す職員像の実現に向けた人
材育成を行う」を掲げ、消防職団員へ研修を実
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⑺　札幌圏消防指令センター
　札幌圏消防指令センターは、あらゆる災害に
迅速・的確に対応するため、「消防指令システム」
により119番通報の受付、消防部隊への出動指
令を実施し、消防救急デジタル無線等の情報通
信機器を活用して、リアルタイムに災害情報の
収集や支援を行っている。
　また、通報内容により応急手当の口頭指導を
実施し、必要時には通報現場からスマートフォ
ンにより映像を受信する「映像通報システム」
を活用しているほか、障がいにより音声での通
報が困難な方のために「NET119緊急通報シス
テム」及び「FAX119番通報」を導入して、緊
急通報の受付に万全の体制で臨んでいる。
　令和７年９月からは江別市、千歳市、恵庭市、
北広島市、石狩市、当別町、新篠津村からの
119番通報をすべて当該センターで受け付けて
いる。

施している。
　この学校は、消防科学研究所及び救急救命士
養成所を併設した全国でも有数な総合的教育訓
練施設を備えた消防学校である。

⑶　消防科学研究所
　消防科学研究所は、積雪寒冷となる北方圏特
有の気候風土の中、市民の安全な暮らしを守る
とともに消防活動の安全性を図るため、各部署
による燃焼及び消火の研究や鑑定・鑑識のため
の試験及び実験を行っている。また、学校職員
による災害現場への活動支援を行っている。
　なお、令和６年度以降、消防科学に関連する
業務を局全体で取組む体制に見直しを図ってい
る。

⑷　救急救命士養成所
　救急救命士養成所は、救急患者の救命率の向
上を目的として、プレホスピタルケア（病院前
救護）の充実を目指し、命の尊さ、傷病者・家
族への思いやりを持った救急救命士の養成を行っ
ている。

⑸　札幌市消防音楽隊
　札幌市消防音楽隊は、昭和43年に発足以降
市民と消防を結ぶ「音の架け橋」として札幌市
政のPRや防火・防災思想の普及啓発活動を行っ
ている。主に、消防出初式、各種火災予防行事、
119ニューイヤーコンサートなどで活動してお
り、公共的なイベントに参加している。

⑹　救急ワークステーション
　救急ワークステーションは、救急救命士の救
急活動における知識・技術の維持向上を目的と
する救急救命士生涯研修及び救急現場への迅速
な医師搬送体制の確立を目的に市立札幌病院の
敷地内に設置され、救急隊員の教育訓練の充実
や医療機関との連携を図るうえで、重要な役割
を担っている。

消防科学研究所の業務実績表（令和６年度）　

各 種 消 防 車 両 等 一 覧
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⑻　消 防 水 利
　札幌市における消防水利の主軸は消火栓であ
り、令和６年度は５基の増加があった。

４－２－10　火災の発生状況
　令和６年中の火災発生件数は420件で、前年に
比べ35件（9.1%）増加している。
　建物火災は308件で、前年に比べ22件（7.7%）
増加している。
　建物焼損床面積は4,449㎡で、前年に比べ1,140
㎡（34.5%）増加しており、損害額は517,370千
円で、前年に比べ221,299千円（74.7%）増加し
ている。
　死者は19人（男12人、女７人）で、前年に比
べ10人（111.1%）増加し、負傷者は86人で、前
年に比べ27人（45.8％）増加している。

火 災 発 生 状 況

主　な　出　火　原　因

消 防 水 利 状 況

４－２－11　火 災 予 防
⑴　火災傾向と対策

　令和６年中の火災の傾向として、出火原因
別では、第１位の電気関係火災が97件発生し、
前年に比べ４件（4.3%）増加している。
　次にこんろ火災が63件発生し、前年に比べ
５件（7.4%）減少となっている。
　火災を予防するため、市民をはじめ防火委員
会など地域の防火協力団体と消防が一体となっ
て、火災予防運動や傾向を踏まえた情報発信を
行うなど、市民一人ひとりの火災予防に対する
意識の高揚に向けた対策を実施している。

⑵　住宅防火対策の推進
　住宅火災において高齢者の亡くなる方の割合
が増加傾向にあることを踏まえ、高齢福祉関係
団体と連携し、高齢者世帯への火の用心の声掛
けや防火ちらしの配布を行うほか、平成30年11
月１日から高齢者世帯を対象とした自動消火装
置の設置費助成事業を開始した。
　さらに、民間企業等の協力のもと、防火啓発
等の促進を図るため「暮らしの火の用心協力隊」
による活動を展開している。
　また、火災の早期発見に有効な住宅用火災警
報器の設置促進のほか、作動確認のための定期
的な点検や設置から10年を目安とした本体交
換、「連動型」などの高機能な住宅用火災警報
機の推奨について広報している。
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管理体制の向上を図っている。

⑻　防火管理・防災管理資格者講習
　物品販売店舗、学校、病院、工場など多数の
人が出入りし、勤務する防火対象物の管理につ
いて権原を有する者は、消防法の規定により、
一定の資格を有する者を防火管理者に定め、さ
らに高層又は大規模な防火対象物は防災管理者
を定めることが義務付けられている。防火対象
物の管理監督的立場にある者に対し、防火管理
者及び防災管理者の資格を付与するため防火管
理及び防災管理に関する講習を実施していたが、
令和２年４月１日より、総務大臣の登録を受け
た講習機関である「一般財団法人日本防火・防
災協会」が実施している。

⑼　自衛消防業務要員講習
　大規模災害発生時の被害を軽減するため一定
規模以上の防火対象物に、消防法の規定により
自衛消防組織の設置が義務付けられている。自
衛消防組織を統括する者や消火班などの業務の
班長となる者が、災害対応を適切に行うための
知識、技術の習得を目的とした、災害対応の実
技訓練を主体とした講習を実施していたが、令
和２年４月１日より、総務大臣の登録を受けた
講習機関である「一般財団法人日本消防設備安
全センター」が実施している。

⑽　消防用設備等の設置届及び検査
　火災による被害を最小限にするためには、早
期に発見及び通報し、初期消火と迅速な避難が
重要であるが、これを補完するのが消防用設備
等又は特殊消防用設備等である。消防法・札幌
市火災予防条例では、百貨店、ホテル及び複合
用途ビルなど、一定規模の防火対象物には消火
器、自動火災報知設備、避難器具等の消防用設
備等又は特殊消防用設備等の設置を義務付けて
おり、設置したときは、所轄消防署長に届け出
て検査を受けなければならないことを定めてい
る。

⑾　消防用設備等の点検及び報告
　消防用設備等又は特殊消防用設備等は設置後
の維持管理が適切でなければ、いざ火災が発生
した際に機能を十分発揮できず、被害が拡大す
るなどの結果が生じることになる。
　そこで消防法では、常に消防用設備等又は特
殊消防用設備等の機能を適正に保つため、定期

⑶　放火防止対策の推進
　日頃から、町内会、防火委員会及び消防団等
と連携し、放火発生時の協力体制を構築するこ
とで連続放火防止や再発防止に努めている。ま
た、本市火災予防条例により、地域住民が相互
に情報を交換し、必要に応じて周辺を巡回する
等の協力をし合うこと等、市民が主体的に行動
するための基本的事項を定め、市民による放火
されにくい環境づくりの推進を図っている。

⑷　査　　　察
　査察は、火災を未然に防止するため、関係施
設に立ち入って検査するなど実態の把握を行い、
火災予防上必要な指導や助言を行うとともに、
法令違反や火災危険に対して、命令等の措置を
講じることにより違反是正を図っている。消防
署査察員が日々、市民の安全・安心を脅かす火
災危険・人命危険の排除や、防火上の安全性の
確認に取り組んでいる。

⑸　防火対象物点検報告制度、防災管理点検報告
　制度

　防火対象物点検報告制度は、一定の規模、用
途の防火対象物の管理について権原を有する者
が、防火管理の状況を防火対象物点検資格者に
点検させ、結果を消防署に報告する制度であ
る。点検基準に適合した場合は防火基準点検済
証を表示でき、一定要件を満たす防火対象物
は、点検報告を３年間免除する特例認定制度が
ある。認定を受けた防火対象物は防火優良認定
証を表示できる。さらに、平成21年６月１日か
ら高層又は大規模な防火対象物に、防災管理点
検報告制度が創設された。

⑹　防火安全に係る公表制度
　一定の防火の基準に適合している優良なホテ
ル・旅館等については、表示マークを交付し公
表する「防火優良対象物表示公表制度」を実施
している。一方、重大な消防法令違反のある建
物については、「札幌市違反対象物公表制度」
を実施しており、いずれも札幌市公式ホームペー
ジで防火安全情報を市民に提供している。

⑺　自衛消防訓練サポート事業
　防火管理・防災管理に関する消防計画に基づ
き実施する消火、通報、避難等の訓練に専門的
知識を有する者が立会い、建物の特性に応じた
助言指導を行う事業を展開し、防火管理・防災
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報道機関への情報提供による広報を行っている。

⒃　子どもに対する防火・防災教育
　子どもの成長段階に合わせた防火・防災教育
を行うことにより、「自らの命に責任を持つ」、

「災害時に自ら主体的に考え、判断し、行動す
る」、「危険を察知して「念のため」の行動がで
きる」、「学んだことを家庭で話題にし、災害時
における家族間の信頼関係を構築する」力を育
成している。

ア　幼年・少年消防クラブ
　子どもが防火・防災に関する正しい知識を
持ち、地域の火災予防に貢献できることを目
的としている。令和７年４月現在、幼年消防
クラブは、45クラブ2,677人の園児、少年消
防クラブは、45クラブ758人の小・中学生及
び高校生が活動している。

イ　体験型出前授業「教えて！ファイヤーマン」
　小学生を対象に、消防職員が教壇に立ち、
消火・通報・避難等の体験を通じて、消防の
役割や災害に関する知識、対応力を身に付け
てもらうことを目的として実施している。

４－２－12　救 急 業 務
　救急業務は、災害による事故または災害に準ず
る事故および急病等により、緊急に医療機関へ搬
送する必要がある傷病者を医療機関へ搬送するこ
とを任務としており、令和７年４月現在、市内に
計36隊の救急隊を配置している。また、救急救命
士の養成、住民に対する応急手当の普及啓発活動
など、救命効果向上を目指すとともに市民生活の
安全確保に努めている。

的に点検を行い、その結果を所轄消防署長に報
告することを規定し、消防用設備等又は特殊消
防用設備等の維持管理を図っている。

⑿　消 防 同 意
　建築物の新築、増改築及び用途変更の場合に
は、建築基準法に基づいて建築主事等の許可又
は確認等を受けなければならないが、その際、
建築主事等は消防長の同意を得なければならな
い。これにより、申請された建築物の計画が、
消防関係法令等に適合しているかどうかを消防
機関が審査し、火災予防の徹底を図っている。

⒀　危険物の貯蔵及び取扱いに関する指導
　ガソリンスタンドなどの危険物施設を設置又
は変更する事業者等は、市長の許可を受けなけ
ればならないが、その際に危険物施設の位置、
構造及び設備が法令等で定める技術上の基準に
適合しているかどうかを審査し、危険物施設の
安全確保を図っているほか、計画的に立入検査
を実施している。また、市民に対しても、危険
物安全週間などを通じて、ガソリンや灯油等の
危険物に関する知識の普及と安全意識の高揚を
図っている。

⒁　高圧ガス、液化石油ガス及び火薬類に関する
　指導

　高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する法律及び火薬類取締
法に基づく施設等が法令等で定める技術上の基
準に適合しているかどうかを審査し安全の確保
を図っている。
　また、関連事業所に対し、計画的に立入検査
を実施し法令の遵守を指導しているほか、各種
の保安講習会などにおいて、事業所の関係者に
対し、自主保安体制の確立について講義を行い、
高圧ガス、液化石油ガス及び火薬類に関する知
識の普及と安全意識の高揚を図っている。

⒂　火災予防の広報活動
　火災による死傷者の発生、財産の損失を防止
し「安全・安心なまちづくり」を目指し、消防
団や地域の防火委員会、札幌防火管理者協会、
札幌危険物安全協会等の防火協力団体をはじめ、
関係機関の理解と協力を得て、春・秋の火災予
防運動を実施している。また、町内会や事業所
等を対象とした予防行事を実施するなど、火災
予防の普及啓発を実施しているほか、積極的な

▲少年消防クラブによる消火器の取扱い訓練
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　また、ヘリコプターの優れた機動性を生かし、
道内外における広域的な活動を展開している。

４－２－15　消　防　団
⑴　組　　　織

　消防団は、消防署とともに行政区域を単位と
して設置しており、10消防団10本部72分団で
構成され、消防団員1,640人（令和７年４月１
日現在）が各種消防業務に従事している。なお、
消防団員の身分は非常勤の特別職地方公務員で
ある。

４－２－13　救 助 業 務
　救助業務は、火災、交通事故等における人命救
助を任務としており、専門的に救助活動を行う救
助隊を市内10区に各１隊配置している。その中
には、特別高度救助隊、高度救助隊、水難救助隊、
山岳救助隊など複雑多様化する災害に対応するた
めの専門部隊がある。
　また、国内での大規模災害時に派遣する緊急消
防援助隊として、63隊を登録しているほか、海外
での大規模災害に派遣する国際消防救助隊員11名
を総務省消防庁に登録し、国際貢献を果たすため
の体制を整えている。

４－２－14　消防航空業務
　消防ヘリコプターにより人命救助、空中消火、
救急搬送を行うほか、刻々と変化する災害状況を
リアルタイムで札幌圏消防指令センターや災害現
場に映像を電送する情報支援活動等を行っている。

救　助　出　動　状　況

消防航空災害活動件数

救　急　活　動　状　況



安全・安心

第 ２ 部

○－－－－－－－第２部４章　安全・安心

市
政
の
概
況

93

る路外荷さばき施設の設置や、札幌駅前通の
再整備による車線数の減少に合わせた駐車ス
ペースの整備及び規制除外路線の設置やこれ
に併せ、集配中の車両であることを明示する

「荷さばきルールを守ろう宣言カード」の配
布等の取り組みについて、国、警察及び民間
と協働で推進している。

ウ　観光バス駐車対策
　都心部に乗り入れる観光バスの路上駐車の
解消を図るため、大通東２丁目及び南８条西
２丁目に観光バスの駐車場を設置している。

⑶　駐車場の附置義務制度
　「札幌市建築物における駐車施設の附置等に
関する条例（附置義務条例）」を設け、建築物の
駐車需要に対応した駐車場の適正な整備を誘導
している。
　また、平成30年12月に附置義務条例の一部を
改正し、駐車場整備量の適正化・駐車場の集約
化や自動車から公共交通への利用転換を促進す
る等、まちづくりへの寄与を意識した駐車施策
を展開している。

⑷　札幌駅北口地下駐車場
　札幌駅北口周辺での駐車場不足解消を目的と
して、札幌駅北口地下駐車場を平成10年４月に
供用開始した。また、30年３月にはそれまで８：
00 ～ 22：00であった供用時間を下記のとおり
に変更し、令和７年４月には下記の金額に料金
改定を行っている。

【詳細】
①　供用時間
　　７：00 ～ 24：00
　　（入庫は22：00迄、年中無休）
　　（泊まり駐車　21：00 ～９：00）
②　収容台数
　　230台（車いす等優先スペース４台）
③　料金
　　30分毎250円
　　泊まり駐車1,250円
　　定期駐車券　
　　　１か月（７：00 ～ 24：00、
　　　　　　　入庫は22：00迄）50,000円
　　　３か月（７：00 ～ 24：00、
　　　　　　　入庫は22：00迄）142,500円
　　プリペイド式駐車券

　　　　使用可能額（1,100円）1,000円
　　　　使用可能額（3,300円）3,000円

⑵　活　　　動
ア　災　害　時

　火災現場では消防隊の消火活動の後方支援
や現場の群集整理などを行っている。また、
山林で遭難した人の救助活動のほか、地震や
風水害などの大規模災害では、多くの人員を
有するという特性を活かし、対応に当たって
いる。

イ　平　常　時
　あらゆる災害から地域を守るため、日頃か
ら訓練や研修を行いながら、地域の防災訓練
での指導や火災予防広報、応急手当の普及活
動など、地域に密着した活動を行っている。

⑶　施設、車両及び資機材
　市内33か所の詰所及び40か所の機具置場を
活動拠点とし、４台の消防団車両や80台の軽
可搬消防ポンプのほか、消防用ホースなどの消
火用資機材、防火衣等の装備品、そのほかデジ
タル簡易無線機などの各種資機材を活用しなが
ら活動に当たっている。

４－２－16
駐車場及び駐輪場対策
⑴　パークアンドライド駐車場施設

　本市では、一部の駅周辺にパークアンドライ
ド駐車場が設置されており、都心部へ向かう道
路の混雑緩和と公共交通の利用促進に寄与して
いる。

⑵　都心部の駐車対策
　「第２次都心まちづくり計画（平成28年５月）」
に基づき、公共交通を軸とした歩行者優先の交
通環境の形成に向けて総合的な駐車対策を進め
ている。
ア　駐車場対策

　休日の都心部では、商業施設の駐車場に駐
車需要が集中し、駐車待ち車列が発生してい
る。その対策の一つとして、大通地区を中心
に、周辺の余裕がある駐車場へ駐車需要の分
散・平準化により混雑緩和を図ることを目的
として、民間が主体となり、平成16年４月か
ら「札幌都心共通駐車券（愛称：カモンチケッ
ト）」の運用を実施している。

イ　荷さばき駐車対策
　建築物の新築等に合わせた荷さばき駐車場
の附置が義務づけられているほか、民間によ
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み」として取りまとめた。
　また、令和７年３月には都心部及び郊外駅
周辺における自転車通行空間の整備に関する
施策を効果的・効率的に推進するため、その
実行計画として、「札幌市自転車通行空間整備　
実施計画2025」を策定した。
　これを基に、車道の左側に自転車の通行位
置と進行方向を明示する矢羽根型路面表示の
整備を進めており、令和７年４月１日現在、
都心部において計画延長34.1㎞のうち24.1㎞
を整備している。

ウ　自転車ルール・マナーの周知・啓発活動の
　推進

　自転車の通行ルール遵守、利用マナーの向
上を推進するため、街頭での啓発活動や交通
安全教室の開催などを行っている。

エ　シェアサイクルの展開
　本市では、都心部を中心に民間事業者によ
るシェアサイクル事業が展開されている。
シェアサイクルは、市民や観光客の行動範囲
の拡大や公共交通機関を補完する機能、駐輪
場需要の削減、環境負荷の低減への貢献など
の効果が期待されることから、普及促進を
図っている。

　　　　使用可能額（5,500円）5,000円

⑸　自転車等駐車対策の推進
　自転車は手軽な交通手段として、通勤・通学
や買い物をはじめ、様々な目的で多くの人に利
用されている。
　令和５年12月に「自転車活用推進計画」を策
定し、総合的な駐輪対策を推進するとともに、
自転車通行位置の明確化や、自転車ルール・マ
ナーの周知・啓発活動の推進、シェアサイクル
の展開などの自転車を安全・快適に利用できる
環境の向上に取り組んでいる。
ア　総合的な駐輪対策

ア　公共駐輪場整備
　計画的な駐輪場の整備を進め、令和７年４
月１日現在284 ヵ所、58,896台分の駐輪場を
整備している。
イ　放置自転車対策
　平成８年度に「札幌市自転車等の放置の防
止に関する条例」を施行し、自転車等放置禁
止区域内に放置された自転車の撤去を行って
おり、令和６年度には3,343台を撤去した。
　また、駐輪場の有効活用を図るため、駐輪
場内に１週間以上放置されている自転車を撤
去している。
　さらに、整理員の配置により、乱雑に駐輪
された自転車の整理や、路上駐輪しようとす
る自転車利用者に駐輪場への誘導を行ってい
る。
ウ　附置義務条例
　平成14年度に一定規模以上の建築物の新
築・増築時に駐輪施設の設置を義務付ける「札
幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例」

（附置義務条例）を施行した。
　また、令和６年２月に附置義務条例の一部
を改正し、実態調査を踏まえた設置義務台数
の適正化や、隔地距離の緩和、設置義務台数
の緩和に係る規定の新設、駐輪場の位置や利
用方法等の表示に係る規定の新設などを行
い、民間事業者に対して、駐輪場整備を促す
取組を推進している。

イ　自転車通行位置の明確化
　自転車の秩序ある通行を促進し、歩行者、
自転車及び自動車の安全で快適な通行環境を
実現するため、平成30年３月に自転車通行
の課題の多い都心部を対象に自転車通行空間
の整備形態、整備路線、整備の進め方等を「札
幌都心部 自転車通行位置の明確化の取り組


